
　

市
で
は
、
市
立
保
育
園
（
八
街

保
育
園
・
実
住
保
育
園
・
朝
陽
保

育
園
・
交
進
保
育
園
・
二
州
第
一

保
育
園
・
二
州
第
二
保
育
園
）
に

勤
務
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　

任
用
期
間
は
、
令
和
３
年
３
月

31
日
㈬
ま
で
で
す
。
（
任
用
期
間

を
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

◯
保
育
士

資
格　

保
育
士
資
格
ま
た
は

　
　
　

幼
稚
園
教
諭
免
許

勤
務
時
間

　

月
曜
〜
土
曜
日
（
週
５
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

ま
た
は
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時

※
週
１
〜
２
回
程
度
の
早
番
、
遅

番
あ
り
。

給
料　

月
額
１
９
５
５
０
０
円　

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当
・
通
勤
手
当
（
２
㎞

以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

令
和
２
年
度
の
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

10
月
15
日
㈭
〜
21
日
㈬
は
、
違

反
建
築
防
止
週
間
で
す
。

　

建
築
基
準
法
は
、
私
た
ち
の
生

命
や
健
康
、
財
産
を
守
る
た
め
、

建
物
な
ど
の
安
全
性
の
確
保
に
関

す
る
敷
地
や
構
造
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

建
物
を
建
て
る
場
合
は
、
建
築

基
準
法
な
ど
の
法
令
で
定
め
る
基

準
や
手
続
き
を
守
り
、
適
正
に
工

事
を
進
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
工

違
反
建
築
防
止
週
間

違
反
建
築
防
止
週
間

事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
建

物
が
法
令
に
基
づ
き
安
全
な
も
の

で
あ
る
か
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
新
築
時
は
適
法
で
も
、

そ
の
後
の
改
修
や
用
途
（
使
い
方
）

の
変
更
に
よ
り
違
反
に
な
っ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
改

修
な
ど
の
際
に
は
事
前
に
建
築
士

な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問
都
市
計
画
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
３
０

　

介
護
予
防
教
室
は
、
１
教
室
全

７
〜
８
回
で
開
催
時
間
は
45
〜
60

分
で
す
。
参
加
費
は
無
料
。（
ス
ポ

ー
ツ
安
全
保
険
料
の
み
別
途
負
担
）

対
65
歳
以
上
で
身
の
回
り
の
こ
と

　

が
自
分
で
で
き
る
方

申
９
月
23
日
㈬
ま
で
に
地
域
包
括

　

支
援
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
ま
た
は

　

窓
口
で
、
第
２
希
望
ま
で
受
け

　

付
け
し
ま
す
。

※
参
加
者
を
抽
選
で
決
定
し
、
通

知
し
ま
す
。

①
寝
た
ま
ま
で
き
る
姿
勢
改
善
教
室

〔
ピ
ラ
テ
ィ
ス
教
室
〕

時
10
月
１
日
〜
11
月
19
日
の
木
曜
日

（
全
７
回
）

　

午
後
１
時
30
分
〜

定
30
人　

②
骨
盤
若
返
り
教
室

〔
尿
も
れ
予
防
教
室
〕

時
10
月
１
日
〜
11
月
19
日
の
木
曜
日

（
全
７
回
）

　

午
後
２
時
45
分
〜

対
女
性
の
み

定
30
人

③
い
す
で
楽
々
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
教
室

時
10
月
９
日
〜
12
月
11
日
の
金
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
・
午
後
11
時
〜

定
30
人　

場
①
〜
③
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

（
各
自
で
直
接
会
場
へ
お
越
し

　

く
だ
さ
い
）

④
脂
肪
を
燃
や
す
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室

時
10
月
５
日
〜
11
月
30
日
の
月
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
前
10
時
〜

定
10
人

介
護
予
防
教
室
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

介
護
予
防
教
室
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

⑤
楽
々
エ
ア
ロ
ビ
・
ス
ト
レ
ッ
チ
教
室

時
10
月
６
日
〜
12
月
１
日
の
火
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
前
10
時
〜

定
10
人

⑥
楽
々
ヨ
ガ
教
室

時
10
月
８
日
〜
11
月
26
日
の
木
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
前
９
時
30
分
〜

定
10
人

場
④
〜
⑥
サ
イ
ク
ル
ハ
ウ
ス

（
市
役
所
か
ら
送
迎
し
ま
す
）

⑦
ス
ト
レ
ッ
チ
＆
体
幹
教
室

時
10
月
６
日
〜
12
月
１
日
の
火
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
後
１
時
30
分
〜

定
12
人

⑧
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室

時
10
月
７
日
〜
12
月
２
日
の
水
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
後
０
時
15
分
〜

定
15
人

⑨
脳
ト
レ
ス
テ
ッ
プ
教
室

〔
認
知
症
予
防
教
室
〕

時
10
月
８
日
〜
11
月
26
日
の
木
曜
日

（
全
８
回
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
・

　

午
後
２
時
45
分
〜

定
12
人

場
⑦
〜
⑨
Ｊ
Ｓ
Ｓ
八
街
ス
ポ
ー
ツ　

　

ク
ラ
ブ

（
市
内
数
カ
所
か
ら
送
迎
し
ま
す
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
中
止
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
を
承
認

さ
れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
と
比
べ
て
、
老
後

に
受
給
で
き
る
年
金
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
増
や

す
方
法
と
し
て
、
追
納
制
度
が
あ

り
、
承
認
期
間
終
了
後
、
10
年
以

内
に
承
認
期
間
中
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、
社
会
保

険
料
控
除
に
よ
り
、
所
得
税
・
住

民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
追
納
を
行
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
免
除
な
ど
を

承
認
さ
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

数
え
て
、
３
年
度
目
以
降
に
追
納

す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険
料

額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
追
納

を
希
望
す
る
場
合
は
、
お
早
目
に

国
保
年
金
課
ま
た
は
幕
張
年
金
事

務
所
（
☎
２
１
２
‐
８
６
２
１
）

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

国
民
年
金
保
険
料
の

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　

後
払
い
（
追
納
）
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
　
　

後
払
い
（
追
納
）
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

◯
延
長
保
育
員

資
格　

資
格
不
要

勤
務
時
間
（
週
20
時
間
未
満
勤
務
）

　

月
曜
〜
土
曜
日

　

午
前
７
時
〜
９
時
30
分
・

　

午
後
３
時
30
分
〜
７
時

報
酬

　

時
給
９
８
０
円（
地
域
手
当
含
む
）

※
期
末
手
当
（
勤
務
時
間
週
15
・

５
時
間
以
上
）・
通
勤
手
当
（
２

㎞
以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

応
募
方
法

　

会
計
年
度
任
用
職
員
登
録
申
込

書
（
３
㎝
×
４
㎝
の
顔
写
真
貼
付
）

と
資
格
証
（
保
育
士
の
場
合
）
を

子
育
て
支
援
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

　

任
用
す
る
際
は
、
勤
務
先
や
勤

務
内
容
な
ど
が
合
致
し
た
方
を
面

接
の
う
え
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

　

市
で
は
、
在
宅
の
心
身
障
害
者
、

難
病
療
養
者
の
日
常
生
活
や
介
護

を
容
易
に
す
る
た
め
の
用
具
を
給

付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
給
付
し
た
用
具
の
取
付

工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
工
事
費

の
助
成
（
１
種
目
に
つ
き
６
万
円

ま
で
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

す
で
に
購
入
さ
れ
て
い
る
用
具

な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

購
入
す
る
前
に
障
が
い
福
祉
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
今
回
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
電
源

を
新
た
に
種
目
追
加
し
ま
し
た
。

種
目

　

ポ
ー
タ
ブ
ル
電
源

価
格

　

６
０
０
０
０
円

対
象
者

・
呼
吸
器
機
能
ま
た
は
心
臓
機
能

　

障
害
者
手
帳
所
持
者

・
難
病
患
者
等
医
療
保
険
に
お
け

　

る
在
宅
酸
素
療
法
を
受
け
て
い

　

る
方

・
在
宅
で
人
工
呼
吸
器
ま
た
は
電

　

気
式
た
ん
吸
引
器
を
使
用
し
て

　

い
る
方

問
障
が
い
福
祉
課　

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

　
　

４
４
３
‐
１
７
４
２

在
宅
心
身
障
害
者
等
日
常
生
活
用
具
の

在
宅
心
身
障
害
者
等
日
常
生
活
用
具
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

種
目
を
追
加
し
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

種
目
を
追
加
し
ま
し
た

　
　

４
４
３
‐
１
７
４
２

令和 ２ 年9月15日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問

時場 対 定時定時定時定

時定時定時定時定時定場

問

問
FAX

問

場

対申


